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（出典）令和５年版消費者白書P81・P22

近年の高齢者・障がい者等の消費生活相談について（推移）
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高齢者は、現在や将来への不安や心配、加齢に伴う認知機能の低下や認知症、

デジタルデバイドやデジタルリテラシーの課題等といった、

高齢者によくみられる性質により、消費者トラブルに巻き込まれやすくなる

おそれがあると考えられます。

※デジタルデバイド・・インターネットなど情報通信技術を使える人と使えない人との間に生じる情報格差

※デジタルリテラシー・デジタル技術を理解して適切に活用するスキル

近年の高齢者・障がい者等の消費生活相談について（特徴）

２

（出典）令和５年版消費者白書P８０

「健康に関する意識や不安」によって、
消費者トラブルに巻き込まれるおそれがある

「将来への不安」につけ込むような
勧誘に巻き込まれるおそれがある

「孤独や孤立」は消費者被害の
表面化を妨げるおそれがある

購入前の調査を十分に行わない傾向がみられ、
消費者トラブルに巻き込まれるおそれがある



具体的な相談事例としては、

「知的障害がある兄がスマートフォンのオンラインゲームで高額な課金をしてしまった」、

「精神的な病気の母が展示会に行き、ショッピングローンで高額なネックレスを買ったことが発

覚した」等、

判断力の不足や契約内容への理解不足につけ込まれてトラブルになっていると思われる

ケースがみられます。

近年の高齢者・障がい者等の消費生活相談について（特徴）

３

（出典）令和５年版消費者白書P２４

障がい者等※の消費生活相談は、本人から相談が寄せられる割合は約４割という
状況であり、消費生活相談全体では約８割であるのに比べて割合が低くなっていま
す。

⇒本人以外から寄せられる場合が多くあります。
（本人は被害に遭っていることに気付きにくいといえます。）

※トラブルの当事者に心身障害がある又は判断能力が不十分な方々であると消費生活センター等が判断したもの。



○「判断不十分者契約」の相談内容の傾向
年齢層別の特徴としては、70歳代では「キャッシング」、「信販会社」といった借金やクレジットで
の契約に関連する単語がみられ、80歳代及び90歳代では「新聞」、「工事」といった高齢者が
電話や訪問販売で勧誘されることの多い契約に関連する単語がみられました。
（備考）消費者庁新未来創造本部・国際消費者政策研究センター高齢者の認知機能障害に応じた消費者トラブルと対応策の検討に関する研究より

近年の高齢者・障がい者等の消費生活相談について（特徴）

４

（出典）令和５年版消費者白書P８２



消費者行政の展開（消費者基本計画）

５

「Ⅰ 消費者被害の防止」
高齢者等のほか、地域社会
から孤立した消費者や、電子
商取引に不慣れで一時的に
ぜい弱な状態となる消費者
の増加等、消費者の多様化
が進んでいます。

－特定商取引法等の厳格な
法執行を推進

－景品表示法等の厳格な執
行や必要な制度見直し

－食品表示制度の適切な運
用 等

（出典）令和５年版消費者白書P１４３

第4期消費者基本計画（2020年～2024年度までの5か年計画）

２０２３年度に改定する工程表においては、
２０２２年度の工程表にある施策の中から

重点施策を選定し、ＥＢＰＭの徹底の観点から

ＫＰＩの充実等を図った上で、施策の進捗状況を
検証 （令和５年６月１３日工程表改定）



（参考１）消費者行政の展開（特定商取引法等の改正）

６

特定商取引法・預託法等の改正及び施行に向けた取組

（出典）令和５年版消費者白書P１５０



（参考２）消費者行政の展開（霊感商法と法改正）

７

（出典）令和５年版消費者白書P１４５

消費者契約法・国民生活センター法の改正、不当寄附勧誘防止法の成立及び施行（１）



８

（参考３）消費者行政の展開（霊感商法と法改正）
不当寄附勧誘防止法の成立及び施行



消費者行政の展開（消費生活相談のデジタル化）

９

（出典）令和５年版消費者白書P１６９

「Ⅴ 消費者行政を推進するための体制整備」
相談体制の強化、質の向上等を推進するとともに、社会のデジタル化等に対応するため、
消費生活相談のデジタル化を推進



消費者行政の展開（消費生活相談のデジタル化）
消費者が相談しやすい環境の整備や、相談現場における負担軽減等の課題を克服するため、
消費生活相談のデジタル化に向けた取組を実施しています。

１０

消費生活相談デジタル・トランスフォーメーションアクションプラン2023（2023年7月）
 消費生活相談デジタル・トランスフォーメーションアクションプランは、消費生活相談等について、目指す将来像とそ

れに向けた作業の進め方について、現時点における計画を示したもの。
 引き続き、本プランに基づいて、関係者と協力しながら、細部を含めた検討、システム設計などを進め、DXを着実

に推進していく。
 また、本プランは定期的に進捗状況を検討し、必要に応じ見直しを行うものとする。

地域の消費生活センター等

相談

消費生活相談員
（全国に約3,300人） 事業者

消費者庁

国民生活センター

ＰＩＯ－ＮＥＴ
※年間約90万件の相談

 １８８
（消費者ホットライン）

情報入力

情報提供
研修実施

あっせん

＜消費生活相談のイメージ＞

行政処分、法令の制定・改正等

（注１）国民生活センター等の登録試験機関が実施する消費生活相談員資格試験の合格者又はそれと同等以上の専門知識・技術を持った者
（注２）全国の消費生活センター等に寄せられた消費生活相談情報を収集するシステム

重大事故情報

直ちに報告



多面的な分析からのDXの方向性 2040年の未来像

１１

●人口規模が小さい地方公共団体ほど人口減少率が高くなり、４割が単身世帯となる可能性がある。
●地方で先行して更なる高齢化が進み、大都市圏でも当面、高齢者人口数が大きく増加する。
●社会保障の担い手が減少し、社会保障の維持や財政健全化に対し影響が及ぶ。
●地方行政では、更に少ない職員での行政運営が必要になる可能性がある。
●社会保障に係る経費や老朽化した公共施設等の更新に要する費用の増大が想定される。

「平成27年版 厚生労働白書」、「自治体戦略2040構想研究会第８回事務局資料」、
「日本の世帯数の将来推計（全国推計）」（2018（平成30）年推計）（国立社会保障・人口問題研究所）よりPTが作成

人口、社会保障、地方行政

社会、技術、国際
●人間らしさを再考し、多様性を認め共生する社会が目指される。
●リアルとバーチャルの調和が進んだ社会が目指される。
●人間機能の維持とデジタルアシスタントとの融合による「個性」が拡張した社会が目指される。
●カスタマイズと全体最適化が共存し、人間らしく生き続けられる社会が目指される。
●新型コロナウイルスの感染拡大により、人の移動も停滞する中で、国境を越えた交流による付加
価値の追求は、デジタル分野に重心を移動していくことが想定される。

「令和２年度版科学技術白書」、「通商白書2020」よりPT作成

消費生活相談

→時間
― 行政サービス ―行政需要

●社会経済が一層高度化・複雑化、デジタル化し、既存の概念を超えた商品・サービスが増加する可能性がある。
●グローバル化が進み、国境を越えた消費が増加する可能性がある。
●高齢化が更に進み、また消費者自身による解決が難しい問題が増加し、相談需要が高まる可能性がある。
●消費生活相談業務に投入する人・もの・金が一層限られるおそれがある。

← 限界点

行政需要に対して、提供できる行政サービスが追い付かなくなるおそれ



消費生活相談のデジタル化について

電話に加え、メール・SNS等による
相談受付を推進（実施中）

PIO-NET刷新などDXを推進
（将来に向けた刷新）

地方の消費生活センターにおけるメール・ウェブフォーム・SNSによ
るオンライン相談受付を推進。
• 22都道府県を含む約200自治体でデジタル対応
（※）メール・ウェブフォーム・SNS含む約200の相談窓口を

消費者庁ウェブサイトで一覧掲載
• 地方消費者行政強化交付金の活用、SNS相談対応マニュアル
の周知等により支援 (消費者庁)

• 公式LINEやHP等において情報を発信（国セン）

• 平日の昼間に電話する時間がない
• スマホで解決策を調べたい

• テレワークに対応できない
• 相談情報の入力に時間がかかる

・相談員の担い手がみつからない

課題

消費者

相談員

行政

➡さらに、デジタル化、高齢化、人口減少など、
将来の社会の変化も見据える必要

消費者のことを第一に考える視点を軸に、相談員の働きやすさの向上など
も進めながら、消費者被害の最小化に資する消費生活相談を目指す。

• FAQの充実、メール・SNS相談など、多様な消費者のニーズに対応
• 業務支援システム導入等による相談員の負担軽減、業務の高度化
• 相談データの分析強化・有効活用（AI等の活用）
• 地域における体制強化（自治体間の協力体制、災害時対応）
• クラウド・サービスの活用 など 2024年度～

• 新システム基盤の整備
• 作成したコンテンツの
新システムへの組入れ2022年度

•アクション・プラン2022
•プロトタイプ改良版の検証・深化
•コンテンツの先行整備

2021年度
• DXの方向性検討
• プロトタイプの試行

2023年度
•アクションプラン2023
•新システム基盤の整備
•業務基盤の整備
•コンテンツの先行整備

１２



消費者行政の展開（高齢者の消費者トラブル等の注意喚起）

１３

見守り情報
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/index.html

メールマガジンの登録
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html

（備考）国民生活センター資料

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/index.html
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html


消費者行政の展開（高齢者の消費者被害事例）

１４

第462号
電動のこぎり使用中の事故に
注意！ （2023年9月12日）

第460号
健康食品で体調不良
医師などに相談しよう（2023年8月22日）

第459号
いつの間にか高額に…
占いサイトに気を付けて！

（2023年8月8日）

（備考）国民生活センター資料



（出典）令和５年版消費者白書P１６８

ご清聴ありがとうございました
１５
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